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新旧対照表 

○議案第４０号 木更津市保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

新 旧 

木更津市保育園の設置及び管理に関する条例 木更津市保育園の設置及び管理に関する条例 

昭和62年３月27日 昭和62年３月27日 

条例第14号 条例第14号 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（乳児等通園支援事業） 

第４条 前条に規定する保育園のうち規則で定めるものは、法第６条の３第2

3項に規定する乳児等通園支援事業（以下「乳児等通園支援」という。）を

行う。 

第３条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（職員） （職員） 

第５条 略 第４条 略 

（利用資格） （入園資格） 

第６条 保育園を利用できる者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる

者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

第５条 保育園に入園できる者は、法第24条第１項に規定する乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）とする。ただし、市長が特に必要と認めると

きは、この限りでない。 

⑴ 法第24条第１項に規定する乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）  

⑵ 乳児等通園支援を利用する者（乳児等通園支援を行う保育園に限る。）  

（利用の制限） （入園の制限） 

第７条 市長は、次に掲げる場合には、利用者の保育園の利用を制限するこ

とができる。 

第６条 市長は、乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合には、入園を

制限することができる。 

⑴ 感染性の疾患その他の事情により他の者の利用に支障を及ぼすおそれ

のある場合 

⑴ 感染性の疾患を有する場合 

⑵ 設備その他の事情により利用させる余力がない場合 ⑵ 身体が虚弱のため保育に堪えない場合 

⑶ その他市長が管理上特に支障があると認める場合 ⑶ その他市長が不適当と認める場合 

（保育料等） （保育料） 

第８条 保育園が行う保育を利用した乳幼児の保護者（法第６条に規定する

保護者をいう。以下同じ。）は、規則で定める額の保育料を納入しなけれ

ばならない。ただし、その保護者に負担能力がないと認めるときは、市長

は保育料の全部又は一部を免除することができる。 

第７条 保育園に入園した乳幼児の扶養義務者は、規則で定める額の保育料

を納入しなければならない。ただし、その扶養義務者に負担能力がないと

認めるときは、市長は保育料の全部又は一部を免除することができる。 
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２ 保育園が行う乳児等通園支援を利用した乳児又は幼児の保護者は、規則

で定める額の乳児等通園支援に要する費用（以下「乳児等通園支援料」と

いう。）を納入しなければならない。ただし、その保護者に負担能力がな

いと認めるときは、市長は乳児等通園支援料の全部又は一部を免除するこ

とができる。 

 

３ 第１項に規定する保育料又は前項の乳児等通園支援料は、市長の指定す

る期日までに納入しなければならない。 

２ 前項に規定する保育料は、市長の指定する期日までに納入しなければな

らない。 

（開園時間等及び休園日） （保育時間及び休園日） 

第９条 保育園の開園時間は、月曜日から土曜日までの午前７時から午後６

時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更すること

ができる。 

第８条 保育園の保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認

めるときは、これを変更することができる。 

 ⑴ 月曜日から金曜日まで 午前８時30分から午後５時まで 

 ⑵ 土曜日 午前８時30分から正午まで 

２ 保育園が行う保育時間及び乳児等通園支援の時間は、市長が別に定める。  

３ 略 ２ 略 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第10条 市長は、木更津市立請西保育園の管理を地方自治法第244条の２第３

項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるもの

とする。 

第９条 市長は、木更津市立請西保育園の管理を地方自治法（昭和22年法律

第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」と

いう。）に行わせるものとする。 

第11条～第13条 略 第10条～第12条 略 
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契約の相手方
　木更津市文京三丁目１番５０号
　白幡興業株式会社　木更津支店
　木更津支店長　石井　伸一

工 事 概 要

工 事 場 所

工 期 限

建築一式工事

１，０９４，９４０，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

下記建物の新築、改修及び解体
【新築工事】
　校舎　鉄骨造３階建て
　渡り廊下　鉄骨造２階建て
【改修工事】
　北側校舎  鉄筋コンクリート造３階建て
　南側校舎  鉄骨造２階建て
【解体工事】
　倉庫棟　鉄筋コンクリート造２階建て
　渡り廊下　木造１階建て
　機械室　鉄筋コンクリート造１階建て
　物置　木造１階建て
　公害測定舎　補強コンクリートブロック造１階建て

契 約 金 額

議案第４１号　契約内容書

木更津市中島２９３１番地１

工 事 名 　金田小学校倉庫棟等解体及び校舎増築等工事（建築）（１）

工 事 種 別

令和９年９月１７日限り
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工 事 名

選 定 業 者 名

選 定 理 由

随意契約業者選定調書

　金田小学校倉庫棟等解体及び校舎増築等工事（建築）（１）

　木更津市文京三丁目１番５０号
　白幡興業株式会社　木更津支店
　木更津支店長　石井　伸一

　金田小学校倉庫棟等解体及び校舎増築等工事（建築）（１）は、制限付一般競争
入札の落札者が契約を締結しなかったため。

　根拠法令　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第９号
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議案第４２号  入札結果調書 

 

議 案 番 号 議案第４２号 

工 事 名 金田小学校倉庫棟等解体及び校舎増築等工事（電気設備）（１） 

開札年月日 令和８年１月２１日 

入 札 業 者 １  南総電機(株)                    辞退 

及び ２  (株)星和電工          ２４２，８００，０００円 

入 札 額 ３  キミデン工業(株)                  辞退 

○印は落札者 ４  六幸電気工業(株)        ２４２，８００，０００円 

 ５  共和電気工事(株)        ２４２，８００，０００円 

 ６ 〇 東亜電設工業(株)        ２４２，０００，０００円 

 ７  房総電機工業(株)        ２４２，５００，０００円 

 ８  共栄電設(株)                    辞退 

 ９   

 １０   

 １１   

入 札 回 数 １回 ２回 

最低入札額 ２４２，０００千円 ― 

最高入札額 ２４２，８００千円 ― 

落 札 率 ９９．７パーセント 

工 期 限 令和９年７月３０日限り 

＊契約金額は、入札額に消費税及び地方消費税の額を加えたものである。 
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議案第４３号  入札結果調書 

 

議 案 番 号 議案第４３号 

工 事 名 金田小学校倉庫棟等解体及び校舎増築等工事（機械設備）（１） 

開札年月日 令和８年１月２１日 

入 札 業 者 １  綜和熱学工業(株)        １４１，８００，０００円 

及び ２  (有)マルニ工業         １４５，５００，０００円 

入 札 額 ３  桜井設備工業(株)        １４３，０００，０００円 

○印は落札者 ４  (株)小倉鑿井工業所       １４６，５００，０００円 

 ５ 〇 鈴木設備(株)          １４１，５００，０００円 

 ６  (株)篠田設備工業        １４５，６００，０００円 

 ７  興和建設(株)          １４６，０００，０００円 

 ８  光・管工(株)          １４５，９００，０００円 

 ９  (有)綾部工務店         １４７，２３０，０００円 

 １０  (有)産洋設備          １４６，５００，０００円 

 １１   

入 札 回 数 １回 ２回 

最低入札額 １４１，５００千円 ― 

最高入札額 １４７，２３０千円 ― 

落 札 率 ９６．０パーセント 

工 期 限 令和９年７月３０日限り 

＊契約金額は、入札額に消費税及び地方消費税の額を加えたものである。 

 

6


